
国際観光ホテル旅館の登録 

 （国際観光ホテル整備法第１９条第１項）  

（１） 指定・登録基準  

   国際観光ホテル整備法  

  （指定の基準）  

   

第２０条 国⼟交通⼤⾂は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者（以下この項及
び次項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合 しているときは、
その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な⼿続
きは、国 ⼟交通省令で定める。  

    ⼀  次に掲げる能⼒をいずれも有する者が登録実施事務を⾏うものであること。       
イ 位置図、配置図、各階平⾯図その他の図⾯及び書類により、ホテル⼜は旅館の施設及び
宿泊に関するサービスが第六条第⼀項第 ⼀号(第⼗⼋条第⼆項において準⽤する場合を含
む。)の基準に適合するかどうかを判定する能⼒     
ロ 外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに⾜りる語学に関する能
⼒  

    ⼆ 登録申請者が、第三条⼜は第⼗⼋条第⼀項の規定によりホテル⼜は旅館の登録を受 けるこ
とができることとされるホテル業⼜は旅館業を営む者(以下この号及び第⼆⼗九条第⼆項に
おいて「ホテル業者等」という。)に⽀配されているものとして次のいずれかに該当するも
のでないこと。  
イ 登録申請者が株式会社⼜は有限会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親会社
(商法(明治三⼗⼆年法律第四⼗⼋号 第⼆百⼗⼀条ノ⼆第⼀項の親会社をいう)であること。 
ロ 登録申請者の役員(合名会社⼜は合資会社にあつては、業務執⾏権を有する社員)に占め
るホテル業者等の役員⼜は職員(過去⼆年間に当該ホテル業者等の 役員⼜は職員であつた者
を含む。)の割合が⼆分の⼀を超えていること。  
ハ 登録申請者(法⼈にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員⼜は職
員(過去⼆年間に当該ホテル業者等の役員⼜は職員であつた者を含 む。)であること。  

 
 
 
 



（２） 指定・登録法⼈  

   法⼈の名称  ： 社団法⼈ ⽇本観光振興協会  

   指定・登録時期 ： 平成１６年８⽉１７⽇  

   法⼈の連絡先  ： 〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁⽬ 6 番 1 号 アステール茅場町 4 階 

   
指定・登録の理
由  

：
国際観光ホテル整備法第２０条第１項に基づく登録の要件のすべてに適合
しているため  

 

（３） 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等  

   特になし  
  

 
 

 

 


